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平成２３年４月８日 
 
 

緊急アピール：前進！今こそ日本経済に貢献しよう！ 

～東日本大震災復興に向けての大阪商工会議所の取り組み～ 

 

大阪商工会議所 

 

このたびの東日本大震災により被害を受けられました皆様にお見舞い申しあ

げますとともに、一日も早い復旧を心からお祈り申しあげます。 

東北関東の広範囲に及ぶ被災地の被害は未曾有の規模であり、まさに国家存

亡の危機、非常事態です。当面は、震災被害や放射能汚染、計画停電等の２次

被害からの早期の復旧復興が急務であることは言を俟ちません。この点、既に

救援活動は元より、各方面での支援活動が力強く動き出しておりますことは誠

に心強い限りです。今後は、挙国一致により取り組みを一層強化して、より迅

速に、より効果的に対応していかなければなりません。 
一方、大震災の経済的影響は、被災地や２次被害に見舞われた地域に止まら

ず、日本全国に広がりを見せ、ひいては世界にまで及ぼうとしています。例え

ば、被災地には、電機、自動車用の部材生産が集積していたことから、世界的

なサプライチェーンにも大きな打撃を与えています。大阪商工会議所が議員企

業（いずれも在阪企業）を対象に実施した影響調査を見ても、自社やグループ

会社が被災された企業、物流網はじめインフラの機能不全や取引先の被害によ

り部材調達に影響が出ている企業等が多いとの結果が出ています。 

被災や電力不足の影響で生産再開が遅れている間に、部材の生産地を海外に

移す企業が増えれば、日本の国際競争力は大きく損なわれます。国内の経済活

動の停滞が長引けば、日本の国力の著しい低下、国際社会での日本離れも憂慮

されます。 

大震災の発生は国家的な非常事態をもたらしましたが、日本全体が再起不能

に陥った訳ではありません。西日本、そしてなによりも大阪・関西は健在なの

です。今こそ、被害を受けた首都圏や東北地方を大阪・関西が補い、われわれ

が日本を支えていくとの気概を持ち、それを実際の行動で示していく必要があ

ります。大阪・関西の官民が一体となって、被災地の生産や事務機能の当面の

受け皿の役割を果たすとともに、復旧や復興の物資、資材の増産、様々な産業

で必要とされる部材等代替品の供給、さらにはわが国が本来取り組まなければ

ならなかった成長戦略に取り組んでいかなければなりません。 
来る４月１１日に大震災発生後１カ月を迎えるにあたり、上記の観点から、

大阪商工会議所が取り組んでいく当面の事項を下記に取りまとめました。 
大阪商工会議所は、既に実施している特別相談窓口の開設や義援金の募金等

（別紙１）に加えて、今後、下記の活動を展開して参るとともに、国、大阪府、

大阪市はじめ関係各位にもご賛同、ご連携賜りますよう働きかけて参ります。 
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※以下は大阪商工会議所の取り組み。大阪商工会議所が他団体、他機関等との

連携等により実施する場合は、＜ ＞に記した。 

 

記 

 

緊急対応 

Ⅰ 拠点の一時的移転 

現在、海外の政府機関、経済団体、外資系企業などが大阪・関西に拠点を移

す動きがある。今後、夏季の電力需要ピーク期を控え、さらに一時的な移転が

増える可能性もある。大阪としてはそうしたニーズに対応していかなければな

らない。 
 

 １．代替オフィス探し支援 

＜大阪外国企業誘致センター（O-BIC：大阪府、大阪市、大阪商工会議所で構成）

が実施＞ 

１）問い合わせに対する不動産物件情報等の提供 

大阪での拠点探し（一時避難含む）に関する問合せに対して情報提供する。

大震災後、既に問い合わせが１０件程度発生。外資企業を国別にみると、欧州

５件、米国２件、アジア１件など。業種別には、家電メーカー、化学品販売、

メディア、サービス、公的機関等。 

 

２）一時避難のためのオフィス情報等をＨＰに掲載（４月７日～） 

大震災によって直接的に影響を受けた企業等の事業活動を円滑に行えるよう

支援するため、一時避難のための事務所等として、短期間でも貸し出し可能な

事務所や研究スペースの賃貸情報を O-BICのホームページ上で提供する。 

 
 

 

Ⅱ 被災地企業の販路開拓支援、代替生産先、代替品の確保 

被災地周辺地域に所在する企業には、自らの操業は継続できているが、風評

被害や取引先の震災被害により受注が減少している企業が多い。こうした企業

の新たな販路開拓は、事業存続をかけた喫緊の課題となっている。被災しなか

った地域の企業は、可能な限り当該企業への発注に努めることが必要である。 

また、取引先の震災被害により部材、部品の入手が困難になった全国の企業

に対する代替生産先の紹介、代替品の供給は、それら部材、部品の外国製品へ

の置き換えや、それら部材、部品を組み込んだ製品の国内外のシェア低下を避

ける観点から重要といえる。 
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１．ザ・ビジネスモール活用による販路開拓支援、代替生産先・代替品探し（別紙２） 

＜大阪商工会議所が他の商工会議所、商工会と連携して実施＞ 

東日本大震災に関連し、被災地周辺地域の「企業・団体」の復興を支援する

目的で、取引量が減少、または必要な部材・部品などの確保が困難になってい

る企業・団体を支援するため、全国３３８の商工会議所・商工会が共同運営す

る日本最大級の企業情報サイト「ザ・ビジネスモール」（事務局＝大阪商工会議

所）内に「震災復興支援モール」を本日開設する。 

「震災復興支援モール」は、「ザ・ビジネスモール」内に元々設けられていた

買い手と売り手のマッチングツール「ザ・商談モール」の機能を活用したもの。

「ザ・商談モール」に掲載されている「こんな商品を探している」、「こんな分

野に強い製造業を探している」といった全国の企業からの情報（買いたい案件）

に対し、被災地周辺地域に所在する企業が、提案や見積りを行うことにより、

新たな受注につなげることが可能となる（利用には上記商工会議所、商工会会

員企業であることが条件。利用料無料）。 

また、「ザ・商談モール」は、当面の代替品や代替生産先探しにも有効なツー

ルとなる。具体的な活用方法としては、例えば部材・部品の確保を目的とする

企業が「こんな部材・部品を探している」、「こんな特殊加工をできる製造業を

探している」といった情報（買いたい案件）を登録すると、複数の売り手企業

から提案や見積りがメールで届く。（利用者および利用料は同上。） 
その他、「ザ・商談モール」に登録していない一般閲覧者も、ザ・ビジネスモ

ールに登録する２６万社の企業情報（取扱品や連絡先など）が掲載された簡易

ホームページを通じて、部材・部品を検索できる。利用料無料。 

 

 

２．販路開拓・取引相談の実施  

仕入先や製造・加工委託先が被災し、取引に支障が生じている企業（大阪府

内、府外を問わない）に対して、代替可能な大阪府内の仕入れ先や委託先を検

索し、紹介する。４月１日から既に、大阪商工会議所２階経営相談室で相談に

応じている。相談日時は月曜日～金曜日、午前９時～正午、午後１時～５時。 

 

 

３．医療機器の部材、部品代替生産先、代替品ビジネスマッチングの実施 

 東北地方には、医療機器部材、材料供給に実績のある中小企業が集積してい

る。被災県担当者の情報によれば、これら医療機器関連の中小企業にも被災し

ているところがあり、わが国の今後の医療機器生産に支障をきたす懸念がある。

復興までの間、これら部材、材料の代替品を国内で供給することは、極めて重

要である。 

一方、大阪商工会議所は、医療機器開発の産産連携、産学連携のプラットフ

ォーム「次世代医療システム産業化フォーラム」を主催しており、当該分野の

マッチング実績、ノウハウと、広域にわたるネットワークを有する。そこで、

関係機関と連携し、大阪商工会議所が持つノウハウを活かして、医療機器メー

カーが必要とする部材、部品の国内での代替生産先、代替品の発掘、供給、あ
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るいは被災中小企業に対する避難先での製造工場の提供等のマッチングをでき

るだけ早期に行う。 

 また、大阪商工会議所は、国内外の医療機器企業等が一堂に会し、商談等を

実施するワールドフォーラム（World Forum KANSAI for MEDICAL Device in 

Kansai ）を開催し、関西の企業のみならず、東北を含む全国各地の中小企業に

も発表や商談の場を毎年提供している。特に今年度は、同様の事業等において、

「東北セッション」を設け、医療機器分野において部材供給等を行う東北地域

の企業をさらに積極的に支援する。 

 

 

 

Ⅲ 被災地従業員・学生等の支援 

被災地企業に勤務、あるいは採用が内定していた人の雇用確保を支援してい

くことも重要である。当面は以下の２点に取り組むが、今後、関西広域連合に

よる被災者受け入れとの連携も図る。 
 
１．震災被害者の就労を支援する企業の募集（別紙３） 

＜大阪商工会議所が、岩手県、宮城県、福島県、茨城県や大阪府、大阪労働局

と連携して実施＞ 

大阪商工会議所では震災で被害を受けた新卒者で内定を取り消された求職者

や大阪・関西に一時避難されている被災者の短期間の就労を支援するため、広

く会員の中から採用企業を募集する。会員企業からの求人情報は、新卒者のう

ち高校生については岩手県、宮城県、福島県、茨城県の各大阪事務所を通じて

教育委員会に提供、大学生については大阪労働局を通じて現地の労働局に情報

提供するとともに、一時避難者の短期就労については大阪府や大阪労働局を通

じて提供する。 

 

 

２．震災対応メンタル支援事業の実施（別紙４） 

被災従業員やその家族、震災復旧支援に赴いた従業員等のメンタルヘルス対

策を支援するため、３つの事業からなる「震災対応メンタルヘルス支援事業」

を実施する。①「震災時におけるこころのケア資料集」は、管理職や従業員、

その家族におけるストレスケアなどに関する情報についてホームページ等を通

じて随時配信する。なお第１回は、大規模災害発生時における人の心理状態に

関する情報を配信する。②「緊急対応ＥＡＰサービス」は、このたびの地震に

起因する従業員のメンタルヘルス不調に対し、期間限定のカウンセリングなど

の相談サービスを提供する。③「大規模災害時における企業のメンタルヘルス

対策セミナー」は、人事労務担当者が認識しておくべき、災害時における具体

的な取り組みを学ぶ。 
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Ⅳ 震災復興に向けた各種情報提供 

各国の輸入通関規制等の関する情報や、震災復興に向けた大阪商工会議所の

取り組みについて、ホームページ等を通じてタイムリーに情報提供していく。 
 
１．各国の輸入通関規制等の情報提供 

 福島原発事故に起因する日本からの輸出品に対する輸入検疫強化等の規制が

各国で強化されている。この問題に関して大阪商工会議所は、既に、輸出者が

自主的に輸出品の放射能非汚染宣誓文を出される際に、宣誓文の輸出者サイン

に対して大阪商工会議所のサイン証明書を発給している（別紙１）。 

今後は新たに、日本からの輸出品に対する輸入通関規制等の情報をまとめ、

「放射能問題レポート」として随時大阪商工会議所のホームページで発信する。

レポートの第１号は本日掲載（別紙５）。 

 
２．大阪商工会議所の様々な取り組みに関する情報発信 

 大震災復興に向けた大阪商工会議所の様々な取り組みについては、大阪商工

会議所のホームページ（ＵＲＬ＝http://www.osaka.cci.or.jp/）等を通じてタ

イムリーに情報発信する。 

 
 

 

成長への挑戦 

Ⅴ 成長の担い手としての大阪・関西の役割  

震災により甚大な被害を受けたとはいえ、日本が熾烈な国際競争の渦中にい

ることに変わりはない。日本は先進国や新興国との経済競争に勝ち抜かねばな

らず、そのためには、平成２２年に政府が策定した成長戦略を実行することが

不可欠である。今こそ、大阪・関西が被害を受けた首都圏や東北地方を補い、

日本の復興、日本の成長に貢献する。大阪・関西が力強く経済成長を遂げるこ

とが、大震災からの復興を後押しするとともに、日本の経済危機の克服につな

がる。今こそ、われわれは、大阪らしく民の力を結集し、再び安全神話が語ら

れる国、技術力やブランドに憧れを抱かれる国、尊敬される国を目指さなけれ

ばならない。 
 
１．成長戦略の実行 

  １）大阪府、大阪市による着実な実行 

＜大阪商工会議所が大阪府、大阪市へ要望＞ 

平成２２年度に大阪府が策定した「大阪の成長戦略」「大阪府観光戦略」、大

阪市が策定した「大阪市経済成長戦略」「大阪市観光振興戦略」を着実に実行す

る。 



 

- 6 - 
 

 

 ２）「千客万来都市 OSAKA プラン」の推進 

大阪商工会議所は「千客万来都市 OSAKA プラン」に全力で取り組む。同プラ

ンは、大阪商工会議所の中期ビジョン、成長戦略であるだけでなく、近畿経済

産業局、大阪府、大阪市とすり合わせた大阪・関西の成長戦略である。これを

着実に実行することが大阪・関西、そして日本の成長につながり、復興支援に

もなると確信する。 
 

 

 ２．インバウンド促進策の再検討、着実な実施 
＜大阪府、大阪市、大阪商工会議所が連携して実施＞ 
大阪・関西へのインバウンド促進について、大阪府、大阪市とともに改めて

具体策を検討し、できることから着実に実施していく。本日４月８日、大阪府

知事、大阪市長、堺市長、堺商工会議所会頭、大阪商工会議所会頭は、ライト

アップ等賑わいづくり観光客誘致のプロモーションを協力して実施する旨の申

し合わせを発表した（別紙６）。 

今後、例えば大阪府知事、大阪市長、大阪商工会議所会頭によるトッププロ

モーション、在関西の外国総領事館や海外メディアへの細やかな情報発信（観

光情報、安全情報等）、地域活性化総合特区指定による大阪城の観光ディスティ

ネーション化のための規制緩和等に取り組む。 

 

 

３．「自粛」の見直し 
 震災直後から全国に慶事や懇親会等の自粛が相次いでいる。犠牲者や被災者、

被災企業への哀悼、緊急事態への全力での対応等の事情から様々な催しが自粛

されたが、これは日本人として自然な心情である。一方、被災地以外の地域で

はできるだけ早く日常に復し、成長のための経済活動を行うことも重要である。

基本的に自粛への対応は、各企業、団体、個人による各自の事情を踏まえた判

断が尊重されるべきであるが、例えば、通常の会合の後の懇親会等は、情報交

換、人脈拡大の意味もあることから、開催してもいいのではないかと考える（別

紙６）。 
 
 

４．被災地の物産の販売促進 

「買いまっせ！売れ筋商品発掘市」は、大手の百貨店、スーパー、専門店、

ホームセンター、通販、生協、外食、ホテルなどのバイヤーが「買い手企業」

として展示場にブースを構え、全国の中小零細の製造業、卸売業、農林水産業、

地域特産品関係団体などが「売り手企業」として、バイヤーに直接売り込むス

タイルの“逆見本市”である。平成２２年度は、バイヤーが海外企業含む５２

社、売り手企業は全国４６都道府県からの７３９社が集い、５５５７件の商談

があった。平成２３年度は９月１６日に大阪国際会議場で開催するが、被災地

（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県）からの参加については１００名
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まで無料とする。また、新たに被災地の物産を販売促進・支援するための事業

や風評被害防止策等を検討する。 

 

 

５．企画広報委員会で大阪・関西が取り組むべき追加策の検討 

「千客万来都市 OSAKA プラン」の推進を基本としつつも、東日本大震災の復

旧・復興支援、および今後の日本の成長戦略の推進の観点から、大阪・関西が

取り組むべきさらなる課題を企画広報委員会（委員長：佐藤茂雄会頭）が検討

し、必要に応じて支援事業の追加や「千客万来都市 OSAKA プラン」の取り組み

の修正や追加を行う。 

 

 

中期～長期の目標 

Ⅵ 今後の国のあり方に対応した大阪 

１．国のあり方の検討とそれを踏まえた大阪の役割について検討 

＜大阪府、大阪市、大阪商工会議所が連携して実施＞ 

 未曽有の大震災を経験したわが国の今後のあり方を、危機対応、危機管理の

観点や成長の観点から見直し、首都機能のバックアップや、経済中枢機能の再

配置、広域基幹インフラのあり方、都市の自立性確保等強い国土構造構築を議

論する中で、大阪の都市機能についても大阪府、大阪市、大阪商工会議所で検

討し、必要に応じて国や関西広域連合に働きかける。 

以 上 
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平成２３年４月８日 
 
 

東日本大震災に関し既に実施している大阪商工会議所の対応 
 

 

１．特別相談窓口の設置 

中小企業庁からの要請を受け、全国５１５商工会議所に「平成２３年東北地方太平洋沖地震災

害に関する特別相談窓口」を設けることに伴い、大阪商工会議所の経営相談室にも同窓口を設

置し、中小企業者からの経営相談に応じています。 

①設 置 日：３月１１日（金） 

②窓 口 名：平成２３年東北地方太平洋沖地震災害に関する特別相談窓口 

③設置場所：大阪商工会議所 ２階経営相談室（大阪市中央区本町橋２－８） 

④相談内容：経営相談一般（資金繰り、取引先照会など） 

⑤相談実績：計２５件（４月７日現在）。資金繰りに関する相談が１５件で最多 

 

２．企業経営に及ぼす影響に関する調査 

大阪商工会議所の役員・議員企業（１５２社）に対し、このたびの東日本大震災が企業経営に

及ぼす影響に関する調査を実施しました。 

①調 査 名：東日本大震災が企業経営に及ぼす影響に関する調査 

②期  間：３月１４日（月）～１８日（金） 

③対  象：大阪商工会議所の役員・議員企業（１５２社） 

④結果概要：「自社への直接・間接の被害・影響がある」 ７５．６％ 

「今後被害・影響が懸念される」       １２．２％。 

 

３．義援金募金の実施 

被災地支援のため、広く義援金募金を受け付けています。 
①募 金 額：１口１万円×希望口数 

②受付方法：大阪商工会議所のホームページ(http://www.osaka.cci.or.jp/)上で受け付ける。

ファクスでの申し込みも可能 

③送金方法：４月１日（金）～９月９日(金)の期間内に下記口座へ振り込む 

       口 座：りそな銀行 大阪営業部 普通 １３９９８７５ 

       名 義：大商義援金（ダイショウギエンキン） 

また、別途、被災した商工会議所を支援するため、日本商工会議所宛に義援金を送りました。 

 

 

別紙１ 
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４．輸出品に対する放射能非汚染証明（非被曝証明） 

輸出品に対して「放射能非汚染証明書（非被曝証明書）」の提出が求められる事案が増加して

いることから、輸出者が自主的に、輸出品が放射能に汚染されていない旨を宣誓した場合は、

当該宣誓文の輸出者サインに対して、大阪商工会議所がサイン証明書を発給しています。 た

だし、大阪商工会議所は、放射能汚染の有無を検査する機関ではないため、「放射能非汚染証

明書（非被曝証明書）」自体を発行することはありません。  

①名  称：サイン証明 

②実施場所：大阪商工会議所 国際部証明センター 

③相談・照会件数：１１４件（４月７日現在） 

④発給実績：３８社７７件（４月７日現在） 

 

５．社宅、研修所の提供 

経済産業省から日本商工会議所を通じて、全国商工会議所へ「中期的な避難場所の確保のため

の社宅、研修所の提供」について、周知・協力方の依頼がありました。これを受け、大阪商工

会議所では、役員・議員企業（１５２社）に対し、提供可能な社宅、研修所の提供を依頼しま

した。 

①受付期間：３月２４日（木）～４月１日（金） 

②受付実績：５社（研修センター（６６～８８名分）、共同住宅（２世帯分）、宿舎（３世帯分）、

寮（３名分）、研修所（４２名分）、ハイツ・マンション（３世帯分）、研修所    

（３７名分）、共同住宅（３世帯分）） 

 

６．チャリティー活動の実施  

大阪商工会議所が地元商店街と共催する商店街活性化事業などにおいて、募金箱の設置、チャ

リティバザー・チャリティライブ等の実施を通じて、復興支援活動を展開しています。 

＜１００円商店街＞ 

①実 施 日：３月２６日（土）黒門市場（中央区）、千林（旭区）、九条（西区）文の里（阿倍野区） 

４月２日（土）  京橋（都島区）、粉浜（住之江区） 

②内  容：商品・抽選会の売上げを寄付、募金箱の設置、チャリティーライブの開催 

＜東北関東大震災がんばれ応援デー＞ 

①実 施 日：３月２６日（土）道頓堀角座跡に道頓堀、戎橋筋、宗右衛門町、心斎橋筋の名店が出店 

②内  容：出店者の売上げを寄付、チャリティーオークション、募金箱の設置 

＜大阪を元気にする講演会＞ 

①実 施 日：３月３１日（木）建築家・安藤忠雄氏による講演会 

②内  容：募金箱の設置  

以 上 



 

                      

平成２３年４月８日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

 

全国の商工会議所会員２６万社が登録する日本最大級の企業情報サイト 

「震災復興支援モール」の開設について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜添付資料＞ ザ・ビジネスモールとは（資料１） 

       ザ・ビジネスモール共同運営団体一覧（資料２） 

      以 上 

東日本大震災に関連し、被災地周辺地域の「企業・団体」の復興を支援する目的で、取引量の減少また

は必要な部材・部品などの確保に対応するため、全国３３８の商工会議所・商工会が共同運営する日本

最大級の企業情報サイト「ザ・ビジネスモール」（事務局＝大阪商工会議所）内に「震災復興支援モー

ル」を開設します。 
 

○ザ・ビジネスモールは、中小企業の販路拡大支援を目的に 2000 年から運用を開始した企業情報サイ

ト。共同運営する商工会議所・商工会の会員企業であれば、ユーザー登録をするだけで、自社の簡易

ホームページ作成や商談案件の情報発信・提案を無料で行うことができる。 
 
○本日開設する「震災復興支援モール」では、ザ・ビジネスモール内の「ザ・商談モール（※１）」の

機能を活用し、被災地域の風評被害や取引先を失った等により、販路が減少している企業に対し、販

路の開拓を支援する。販路の開拓を目的とする企業は、ザ・商談モールより発信される「買いたい案

件」に対して提案や見積りを行うことにより、新たな受注につなげることが可能となる（※２）。 
 
○この商談モールでは今回の大震災に関連して、被災地にて必要な「災害用トイレ処理セット」を発注

するために、買いたい案件を発信して調達した事例（発注数：3万7千セット）もあるほか、「ロウ

ソク（20cm以上）：２万本、雨合羽：1,000着以上」という至急案件や「ラジオ、懐中電灯、防寒着、

水、保存食など」被災地にて必要な物品について、供給可能アイテム数をたずねる被災者支援の案件

なども発生している。 
 
○今後「震災復興支援モール」の機能を拡充し、４月下旬には「商談機能（買いたい案件）」に「震災

復興関連」の商談案件のみを表示する特設ページを別途開設する。 
 
○また、必要な部材・部品の確保が困難な企業・団体に対しても、現物や当面の代替生産手段の確保を

支援する。具体的な活用方法としては、例えば部材・部品の確保を目的とする企業が「こんな部材・

部品を探している」、「こんな特殊加工をできる製造業を探している」といった情報（買いたい案件）

を登録すると、複数の売り手企業から提案や見積りがメールで届く。 
 
○その他、ザ・商談モールに登録していない一般閲覧者も、ザ・ビジネスモールに登録する２６万社の

企業情報（取扱品や連絡先など）が掲載された簡易ホームページを通じて、部材・部品を検索できる。 
 
※１：ザ・商談モールとは、会員企業の限定サービスであり、「インターネット上に設けた売り手と買

い手のマッチングの場」で、販路の開拓や調達先探しの支援をするサービス。 
 
※２：ザ・商談モールにおける売り手登録（ユーザー登録）する企業は全国で15,200事業所。2010年

度の案件数650件に対し、売り手からの提案数3,500件、商談開始数1,700件にのぼる。 

【問合せ先】大阪商工会議所 経営情報センター 

 （担当：竹内・大迫・松田） 06-6944-6353 

 

記者配布資料 

別紙２ 
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震災復興支援モール

別添資料１

震災復興支援モール ザ･商談モール

企業情報ＤＢ

※ 5月より震災関連の情報のみを集めた

特設ページを開設予定

商工会議所ＨＰ
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ザ・ビジネスモールとは

全国の商工会議所・商工会が
共同運営する会員限定の
販路拡大支援サービス

製品を
ＰＲしたい！

新しい取引先
を見つけたい

！

ITと言っても
何から始め

たらいいのか
分からない

ホームページ
を作りたいけど
、余りお金を
かけたくない

簡単に
見積もり

をとりたい

経費をかけずに
販路拡大したい

会議所会員
のメリットは

せっかく作った
ホームページを

もっと見て
もらいたい

？
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簡易ホームページ

ホームページをお持ちで無い方

【初めてのホームページとして活用】

企業情報ページ
※１会員1ページ

PR情報ページ
※１会員最大10ページ
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メールでおしらせ

仕入先・外注先
の募集

商談へ
（メール、電話、訪問）

買い手企業

売り手 売り手 売り手

提案
見積

ザ・商談モール

案件数

６５０件

商談開始数

１７００件

※ 2010年度実績

【２００９年度 商談成立事例】 （抜粋）

【２０１０年度 商談成立事例】 （抜粋）
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サイトの運営・利用状況 ２０１１年４月８日現在

◇ 全国３３８の商工会議所・商工会で共同運営

◇ 月間 約２００万アクセス（２０１１年３月実績）

◇ 登録数 約２６万事業所
※ 簡易なホームページを作成する事業所

団体による登録支援を含む

◇ ユーザー登録数 約１５，２００事業所
※ 簡易なホームページの更新やザ・商談モールを活用する事業所
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検索
参照

登録
更新

運営・管理

問合せ窓口

事務局各地団体
広報ＰＲ、受付窓口

約３３８団体

登録・更新・承認・管理 検索
参照

会員企業 一般利用者

運
営
協
力

ザ・ビジネスモール データセンター

企業ＤＢ（取引先検索） 企業データベース約２６万件

買い手と売り手の
出会いの場

○電子商取引市場（１３）
○各種サービス （１８）

※会員特典付きで紹介

○メールマガジン
○総力特集

各種サービスの紹介 その他

＜参考＞ザ・ビジネスモールの全体概要
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＜ザ・ビジネスモール事務局＞

団体名 ：大阪商工会議所

部門名 ：経営情報センター

責任者 ：経営情報センター所長兼ザ・ビジネスモール事務局長

松田 聡

所在地 ：大阪市中央区本町橋２－８

ＴＥＬ ：０６－６９４４－６３５３

運営開始：２０００年 ２月

サイト ：http://www.b-mall.ne.jp/ 

＜主な活動経緯＞

1998年10月 : 平成10年度通産省（現経済産業省）補正事業「先進的情報

システム開発事業」に、「中小企業向け取引支援等広域情報

ネットワークシステム」として採択

1999年 8月 : 近畿商工会議所連合会で「近畿ビジネスモール」として検討開始

2000年 2月 : 「ザ・ビジネスモール」に改称（※商標登録済）し、全国展開

2004年 3月 : ザ・商談モールサービス開始（売り手企業登録の機能新設）

2009年10月 : プレミアムメンバーサービス開始



ザ・ビジネスモール共同運営団体一覧 別添資料２
平成２３年４月

商工会議所 284 北海道 30 函館　　 小樽　　 札幌　　 旭川　　 室蘭　　 釧路　　 帯広　　
北見　　 留萌　　 滝川　　 栗山　　 美唄　　 砂川　　 紋別　　
森　　 士別　　 富良野　　 名寄　　 江別　　 芦別　　 美幌　　
赤平　　 伊達　　 苫小牧　　 岩内　　 千歳　　 上砂川　　 登別　　
恵庭　　 石狩　　

青森県 2 青森　　 五所川原　　
岩手県 4 盛岡　　 花巻　　 奥州　　 北上　　
宮城県 1 仙台
秋田県 1 秋田
山形県 4 山形 酒田 鶴岡 長井
福島県 4 福島　　 郡山　　 会津若松 白河　　
茨城県 3 土浦　　 日立 ひたちなか
栃木県 4 足利　　 鹿沼　　 小山　　 大田原
群馬県 4 高崎　　 館林 伊勢崎　　 沼田　　
埼玉県 6 川口　　 熊谷 さいたま 深谷 草加 春日部
千葉県 16 銚子　　 千葉　　 船橋 木更津　　 市川　　 松戸　　 茂原　

野田　　 柏 習志野　　 成田　　 佐倉 八千代 浦安
君津 流山

東京都 8 東京　　 八王子　　 武蔵野　　 青梅　　 立川　　 むさし府中　　町田
多摩

神奈川県 8 横浜　　 横須賀　　 藤沢　　 茅ヶ崎　　 厚木　　 鎌倉　　 相模原　　
海老名　　

新潟県 8 新潟　　 長岡　　 柏崎 三条 新津 燕 新井
加茂

富山県 3 富山　　 氷見　　 射水　　
石川県 2 金沢 小松
福井県 7 福井　　 敦賀　　 武生　　 大野　　 勝山　　 小浜　　 鯖江　　
山梨県 1 甲府
長野県 5 長野　　 松本　　 諏訪 茅野 千曲
岐阜県 12 岐阜　　 大垣　　 高山　　 多治見　　 中津川　　 美濃　　 神岡　　

瑞浪　　 各務原　　 美濃加茂　　 可児　　 羽島　　
静岡県 10 静岡　　 浜松　　 清水　　 三島 富士宮 富士 熱海

島田 藤枝 袋井
愛知県 7 名古屋　　 岡崎　　 豊橋　　 半田　　 一宮 東海 大府
三重県 7 四日市 津 伊勢 松阪 鈴鹿 桑名 上野
滋賀県 7 大津　 長浜　 彦根　 近江八幡　 八日市　 草津　 守山　
京都府 8 京都　 舞鶴　 福知山　 綾部　 宇治　 宮津　 亀岡　

城陽　
大阪府 20 大阪　 堺　 東大阪　 泉大津　 高槻　 岸和田　 貝塚　

茨木　 吹田　 八尾　 豊中　 池田　 泉佐野　 北大阪　
守口門真　 松原　 高石　 箕面　 和泉　 大東　

兵庫県 18 神戸　 姫路　 尼崎　 明石　 西宮　 伊丹　 西脇　
相生　 赤穂　 三木　 洲本　 豊岡　 高砂　 龍野　
加古川　 小野　 加西　 宝塚　

奈良県 4 奈良 大和高田 生駒 橿原
和歌山県 7 和歌山 海南 田辺 新宮 御坊 橋本 紀州有田
島根県 3 松江 出雲 江津
岡山県 5 岡山　　 倉敷　　 玉野　　 児島　　 総社
広島県 7 広島 尾道 呉 福山 三原 府中 竹原
山口県 2 山口 防府
徳島県 3 徳島 鳴門 小松島
香川県 5 高松 丸亀 坂出 観音寺 善通寺
愛媛県 2 宇和島 八幡浜
高知県 1 高知
福岡県 15 福岡 久留米 北九州 飯塚 直方 八女 田川

豊前 大川 豊前川崎 嘉麻 筑後 宮若 朝倉
中間

佐賀県 2 有田 武雄
長崎県 5 長崎 佐世保 島原 諫早 大村
熊本県 2 熊本 荒尾
大分県 3 大分 佐伯 竹田
宮崎県 4 延岡 日向 日南 串間
鹿児島県 2 鹿児島 指宿
沖縄県 2 那覇 浦添

会議所連合会 1 北海道
商工会 50 羅臼町　 大鰐町　 八幡平市　 新座市 戸田市 鳩山町 長瀞町

越谷市 八潮市 大里 吉川市 日野市 韮崎市 甲州市
笠松町 大野町 尾張旭市 東浦町 豊浜町 菰野町 米原市
五個荘 高月町 南丹市 京田辺市 河内長野市 柏原市 泉南市
四條畷市 大阪狭山市 摂津市 藤井寺市　 富田林　 忠岡町　 猪名川町
稲美町 播磨町 大和郡山市 岩出市 紀美野町 高野口町 九度山町
広瀬町 つくぼ 広島安佐 粕屋町 八女市 みやま市 芦屋町
日出町

商工会連合会 2 山形県 島根県
その他 1

合　計 338

団体種別 （地域） 団体名

フィリピン日本人商工会議所



 

- 1 - 
 

被災地の内定を取り

消された新卒者等 

 

大商・会員企業 

 

情報提供・申込み 

大阪商工会議所 

①各県大阪事務所 

②大阪労働局 

依頼・ 
受付申込 

新卒者雇用の企業情報を提供 

応募 

 面接・採用試験 

①各県教育委員会・高校 

②各県労働局 

情報提供 

情報提供 

詳細問い合せ 

 
平成２３年４月８日 

 

「震災被害者の就労を支援する企業の募集」について 

 
                  

 

           
 
今般の大震災により、内定を取り消しや入社時期の先送りなど被災地の学生や生徒等の

就職環境は大変厳しくなっております。また、被災地を離れ、大阪・関西に避難してきた

方々の就職を支援し、生活安定を図ることも重要な課題であります。 
そこで、本所では震災で被害を受けた新卒者や大阪・関西に避難してきた方々の短期的

な就労を支援すべく、これらの方々を積極的に採用いただく企業を広く会員に呼びかけ、

募集いたします。会員企業からの求人情報は、新卒者に関しては岩手県、宮城県、福島県、

茨城県の各大阪事務所を通じて各県教育委員会に、一時避難者の短期就労については大阪

府や大阪労働局を通じて求職者に提供します。 
 
１．内定取り消された新卒者等の求人情報提供について 

 
 

                       
                                                      
 

 

  

          
 

 
 
 

 
 

 
 
 

別紙３ 

【問合せ先】大阪商工会議所 人材開発部 
人材採用支援担当（鱧谷、田村） 

 06-6944-6495 



 

- 2 - 
 

大阪・関西に一時避

難している求職者 

大商・会員企業 

 

情報提供・申込み 

大阪商工会議所 大阪府・大阪労働局 

依頼・申込受付 

短期求人情報提供 

詳細問い合せ 

応募 

 面接・採用試験 

求人情報提供 

ＪＯＢプラザＯＳＡＫＡ 

ハローワーク等 

２．一時避難者の短期求人情報提供について 

 
 
                       

                                                      
 
 

  
          

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

以 上 



 

                      

平成２３年４月８日 

大阪経済記者クラブ会員各位 
 

「震災対応メンタルヘルス支援事業」の実施について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

＜添付資料＞○震災時におけるこころのケア資料集を提供するホームページ画面のイメージ（別添資料①） 

      ○震災後の「心のケア」のための緊急対応ＥＡＰサービス（別添資料②） 

      ○大規模災害時における企業のメンタルヘルス対策セミナー（別添資料③） 

 
以 上 

【問合せ先】大阪商工会議所 経営情報センター 

（山崎・大迫） 06-6944-6199 

 
 

大阪商工会議所では、東日本大震災に被災された従業員やその家族、また震災復旧支援に赴い

た従業員等のメンタルヘルス対策を支援するため「震災対応メンタルヘルス支援事業」を実施

します。 
 

 

○大阪商工会議所は、企業におけるメンタルヘルス対策を支援するため、①主に企業などで働く「個人」

を対象に、心の健康管理に必要な知識習得を目指す「メンタルヘルス・マネジメント検定試験」（平

成18年度～）、②企業など「組織」を対象に、専門的な指導や助言、カウンセリング、企業内研修の

支援を行う事業「メンタルヘルス対策支援サービス」（平成20年度～）を実施している。 
 
○このたび実施する「震災対応メンタルヘルス支援事業」は、「メンタルヘルス対策支援サービス」の

新メニューとして実施するもの。震災時における企業のメンタルヘルス対策を支援するため、①震災

時におけるこころのケア資料集、②震災後の「心のケア」のための緊急対応ＥＡＰサービス※、③大

規模災害時における企業のメンタルヘルス対策セミナー――の３事業を実施する。 
 
 
 
 
○①震災時におけるこころのケア資料集は、管理職や従業員、その家族におけるストレスケアなどに関

する各種情報を、ホームページ等を通じて随時配信する。なお第１回は、大規模災害発生時における

人の心理状態に関する情報について資料を配信する。 
 
○②震災後の「心のケア」のための緊急対応ＥＡＰサービスは、通常年間契約で実施しているＥＡＰサ

ービスについて、従業員に震災の影響によりPTSDなどのメンタル不調が見受けられる場合、期間

限定のカウンセリング等の相談対応を行う。 
 
○③大規模災害時における企業のメンタルヘルス対策セミナーは、人事労務担当者が身につけておくべ

き、大規模災害時における具体的な取り組みを学ぶもので、４月２５日に開催する。 
 
○大阪商工会議所が実施した「東日本大震災が企業経営に影響を及ぼす影響に関する緊急調査」では、

回答企業の約８割が「既に直接・間接の被害・影響がでている」と回答している。さらに、大阪商工

会議所の「メンタルヘルス対策支援サービス」利用企業から、直接被災していない従業員にも震災の

ストレスでメンタルヘルス不調が発生しているとの相談が寄せられるなど、震災の影響が企業、労働

者に拡大している。 
 

記者配布資料 

別紙４ 

※EAPサービスとは：Employee Assistance Programの略称。「従業員援助プログラム」と訳され、社員と社員を支え

るその家族の方の個人的な悩みや心配事を専門のカウンセラーに、職場を通すことなく、相談できるプログラムのこと。 



 

 

別添資料① 

震災対応メンタルヘルス支援事業 

 

【お知らせ】 

このたびの地震により被害を受けられました皆様に心からお見舞い申しあげます。一日

も早く復旧されますよう、心からお祈り申しあげます。 

大阪商工会議所では、このたびの地震に関して、随時適切な情報提供や支援を提供して

まいります。 

 

震災時における従業員支援に関する情報【こころのケア資料集】は大阪商工会議所と協

同でメンタルヘルス事業を提供する株式会社ジャパンＥＡＰシステムズにより提供された

ものです。既に御存知の内容もあろうかと存じますが、御関心がございましたらご一読下

さい。 

 

また震災関連支援のセミナーやサービスについても、随時開催、実施してまいります。 

 

【こころのケア資料集】 

●東北地方太平洋沖地震の被害に遭われた方へ－セルフケアのために－ 

●管理職の方へ－職場における災害後の対応－ 

●保護者の方へ－災害を体験した子どもへの接し方－ 

●災害を体験した高齢者の方、見守る方へ 

●被災地以外の地域にお住まいの方へ－大災害がもたらす二次被害－ 

●放射線及び被ばくに関する情報（2011.03.15作成） 

 

●放射線被ばくに関する基礎知識 第5報 

●災害を体験した子どもへの接し方 

 

※下記のサイトからも震災に関連した情報が公開されております。ご参考ください。 

 

■震災情報ポータルサイト 

・ Google Crisis Resoinse 

 

■福島第一原発における放射線・被ばくに関する情報 

・放射線総合医学研究所 

 

■被災された方へのケアに関する情報 

・災害看護 

 …被災された方、現地で支援される方むけ  



 

 

・社団法人日本自閉症協会 

 …自閉症の方、その家族、支援者のための防災ハンドブック 

・発達障害情報センター 

 …災害時の発達障害児(者)支援について 

・認知症介護研究・研修東京センター ケアマネジメント推進室 

 …認知症の方、その家族等への支援ガイド 

・日本登山医学会 

 …避難所での低体温症を防ぐための対策 

 

 

【震災関連支援セミナー】 

 ●４月２５日開催「大規模災害時におけるメンタルヘルス対策セミナー」（大商主催） 

 

 

【震災関連支援サービス】 

 ●震災後の「こころのケア」のための緊急対応ＥＡＰサービス（大商主催） 





 
 

 

 
 
 
 

～企業が今なすべきこと、今からできること～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メンタルヘルス・セミナー 受講申込書   お申込みはＦＡＸ０６－６９４６－７２１４までお送り下さい 

企業名 受講者氏名 部課・役職名 受付 

 

 

 

 

 

 大商会員番号（                        ） ・ 未加入 

所在地（〒      －          ） 

 

 

TEL：   （     ）          FAX：   （     ）           

 

 

 

 

 

 

 

ご記入頂いた情報は、本セミナーの講師に参加者名簿として配布するほか、受付事務・本所からの各種連絡・情報提供に利用します。 

■本セミナーのお問合せ■ 大阪商工会議所 経営情報センター  担当：山崎・大迫（電話 06-6944-6199） 

別添資料③ 主催：大阪商工会議所 

■ 開催要項 

■ お申込みについて 

●「受講申込書」に必要事項をご記入

の上、FAX にてお申込み下さい。 

●申込書受付後、受講票をＦＡＸにてお

送りします。 

●当日は受講票を持参の上、窓口に

て参加費をお支払い下さい。 
 

申込締め切りは、４月２０日（水）まで 

■ セミナー・プログラム 

大阪商工会議所が実施した「東日本大震災が企業経営に影響を及ぼす影響に関する緊急調査」の結果におい

て、回答企業の約８割が「既に直接・間接の被害・影響がでている」と回答している。特に東北地方に工場や営業所と

いった拠点が被災した企業が、回答企業の半数を超えるなど、直接的な被災企業も相当数に上っている。 

さらに一部の報道では、被災の有無に関係なく震災のストレスによるメンタルヘルス不調者の発生が報じられるな

ど、震災の影響は企業、労働者を問わず非常に拡大している。 

そこで本セミナーでは、大規模災害の発生時において、人の心身の状態はどのように変化するのか、さらに社員の

こころのケアについてどのように取り組んでいかなければならないのかについて学びます。 



 

 

放射能問題レポート No.1  

２０１１年４月８日 
大阪商工会議所 

国際部証明センター 
 

日本からの輸出品に対する各国の輸入通関規制など 
 
 福島原発事故に起因する日本からの輸出品に対する輸入検疫強化など、各国

は水際での規制を強めております。このため、各国輸入者から日本の輸出企業

に対し、非被曝証明書の添付などを要請する事例が数多く発生しています。 
 しかしながら、各国・地域が実際にどのような規制を設け、どのように運用

しているか、といった情報は非常に限定的です。 
 そこで、規制内容が比較的明確な国や地域について、その規制や運用の細部

を当該国大使館や総領事館などに照会した結果を整理しました。皆様のご参考

として頂ければ幸いでございます。 
 なお、このレポートは随時更新する予定であり、また、発行責任は全て大阪

商工会議所国際部証明センターにございます。 
 
１． 欧州連合（EU）向け食品 
● ３月 26 日に欧州委員会規則 No.297/2011 を公布、日本から輸出される食品

および飼料（３月 28 日積出分より）について、日本政府が発行する証明書

を求める等の規制を行っています。具体的には、各都道府県が対応します。 
 対    象 証明すべき内容 
１ 3 月 11 日より前に収穫、加工した食品等 収穫、加工の時期 
 
２ 

１２都県（福島、群馬、茨木、栃木、宮城、

山形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京、千

葉）で産出した食品等 

EU の放射線物質基準に

適合することの証明 

３ 上記１２県以外で産出した食品等 産出した道府県 
 
● 本件に関する大阪府の窓口 
大阪府環境農林水産部流通対策室総務・食品産業グループ 

       TEL：06－6210－9605 
http://www.pref.osaka.jp/ryutai/eu_yushutsu/index.html 
 

●駐日欧州連合代表部のサイトについて 
 同代表部の日本語 Web サイトに、EU の規制関する「よくある質問」が掲載

されています。 
http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/world/afs/faq/?ml_lang=jp 
 

別紙５ 



 

 

２． 台  湾 
  
(1) 食 品 
● ３月１２日以降に製造された以下８種類の食品等は全数検査の対象。（その

他は抜取検査）。基準値を超えたものは破棄処分されます。 

・生鮮冷蔵野菜及び果物、冷凍野菜及び果物、生鮮冷蔵水産物、冷凍水産物、 

乳製品、乳児用食品、ミネラルウォーター及び飲料水、海藻 

● ３月２６日以降に福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県で採取又は製造

された食品については、輸入検査の受付を一時中止。 

  

(2)食品以外 

● 宮城県(仙台、仙台塩釜)、茨城県(鹿島、茨城、大洗、川尻、大津)、福島県

(小名浜、相馬)、岩手県(石巻、釜石、宮古、八戸)を出航した貨物は全数検

査(その他の港を出航したものは抜取検査）。 

・基準値を超えた場合、輸入者に返送又は除染を求める。 

  

＜参考＞ 台湾における放射線量基準 

食 品 

放射性ヨウ素 131 
３００ベクレル／㎏ 

（乳幼児用は５５ベクレル／㎏） 

放射性セシウム 134 
左記の合計で３７０ベクレル／㎏ 

放射性セシウム 137 

その他 0.2 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／ｈ 

 

３． インドネシア 
 

(1) ３月 19 日付け同国政府（医薬品食品監督庁：B-POM; National Agency for 
Drug and Food Control）の通達によれば、「日本から輸入の飲料、食品、

農産物を中心に、放射能に汚染されていないことを立証する、日本の公的機

関からの証明書を要する」とされました。 
 

(2) 本通達の効力は、2011 年３月 11 日に遡ることも明記されています。 
 
(3) 在大阪総領事館が本国政府に確認したところでは、上記(1)の証明書の根拠

として、検査機関もしくは輸出者自身による放射線量の検査結果を表示する

ことが有効とのことです。ただし、同証明書の様式等の詳細については確定

していない、とのことです。 
 

以上 
 
＜調査元＞ 大阪商工会議所国際部証明センター：麻野、孫（そん） 
   TEL：06－6944－6411、  FAX：06－6944－6248 



 

 

                        
イベント等の活動、観光振興の継続について 

 
 
 ３月１１日に発生した東日本大震災は未曽有の大災害となり、甚大な人的、物的被害をも

たらしました。現在、国を挙げて、懸命の救援、復旧活動が続けられており、大阪でも、官

民が連携して、スタッフの派遣や物資の提供、被災者の受入れ、義援金の募集などを行って

います。 
その一方、大阪では、震災の発生以来、イベントや行事などが中止され、ネオンや広告照

明が消されるなど、府民の活動全般にわたって自粛の動きが広がっています。その結果、観

光や飲食などのキャンセルが相次ぎ、関係業界は大きな打撃を受けています。また、街全体

の活気が失われ消費が低迷するなどの影響が及んでいます。 
阪神・淡路大震災の際、全国からの支援によって大阪は復興を果たすことができました。

今回の震災にあたり、直接の被害を免れた大阪が、今度は先頭に立って、長期的・継続的に

被災地・者の支援にあたることが期待されます。しかし、このまま、大阪自体の経済・社会

が萎縮してしまうこととなれば、被災地・者を支援する力を失ってしまいます。 
未曽有の大災害から再生するためには、まず、被害を免れた地域が平常を保ち、諸活動を

継続することで力を蓄え、被災地・者の支援や国全体の復興に力を注がなければなりません。

大阪の企業、行政、民間団体等が一体となってこのような責任を果たしていくことができる

よう、大阪府、大阪市、堺市、大阪商工会議所、堺商工会議所は、改めて、次の点を実践し

ていくことを確認しました。 
 
 
一 平常の活動を継続し、大阪の活力を維持するため、まちのにぎわいづくり、活性化のた

めの行事やイベントを、被災地・者への支援の取組みを併せつつ、中止することなく実

施します。 
  
一 今後の日本の成長の礎となる海外からの誘客促進に向けて、引き続き、大阪・関西の魅

力を伝えるプロモーション活動を実施します。 
 
 
平成 23 年４月８日 
                        大阪府知事      橋下 徹 
                        大阪市長       平松 邦夫 

堺市長        竹山 修身 
大阪商工会議所会頭  佐藤 茂雄 
堺商工会議所会頭   前田 寬司 

別紙６ 
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東日本大震災被災地への緊急メッセージ、関西から 

「ささえよう日本 関西からできること」について 

 

 

 

東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）により被害を受けられたすべての方々に、心から  

お見舞い申し上げます。 

16 年前、関西に住まうわたしたちが阪神大震災に襲われた時、全国からたくさんのいたわり 

と応援の声をいただき、多くの人が救援に駆けつけてくれました。わたしたちはその時のことを 

今でも覚えています。 

今回、東日本の広い地域が甚大な被害に見舞われました。そこで、関西の文化人・     

大学人・経済人（有志）が集まり、特に被害の大きな東北地方のみなさまに対し緊急メッ

セージをお届けいたしました。 

（メッセージは主として東北地方の被災地域（別添参照）の県及び自治体（市）を通じ   

被災されたみなさまにお届けいたします。） 

 

わたしたちの気持ちを、被災地域の方々に広くお伝えいただきたく存じますので、   

ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 なお、本メッセージは呼びかけ人のひとりである、鷲田清一（哲学者・大阪大学総長）

に代わり大阪大学が発信いたしております。 

 

 

                           本メッセージに関するお問い合わせ先 

大阪大学総務企画部総長秘書室 

TEL：06-6879-7000 

FAX ：

06-6879-7006mailto:ikawa@biken.osaka-u.ac.jp 
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友
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し
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が
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